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は
じ
め
に

　
人
類
が
幸
福
を
希
求
し
、
災
厄
回
避
を
願
う
信
仰
行
為
は
、
早
期

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
段
階
で
芽
生
え
、
原
始
的
思
考
を
帯
び
て
誘

発
さ
れ
た
心
理
現
象
お
よ
び
行
為
を
指
す
。
そ
れ
は
神
霊
の
存
在
を

前
提
と
し
、
音
、
図
像
、
動
作
、
自
然
物
、
人
工
物
を
心
理
表
現
の

道
具
や
手
段
と
し
た
﹇
陶1993 : 1

﹈。
こ
の
よ
う
な
実
践
的
な
お
こ

な
い
は
各
民
族
文
化
の
も
と
で
育
ま
れ
、
各
種
の
応
用
的
な
形
式
を

通
じ
て
人
類
の
物
質
生
活
、
社
会
生
活
お
よ
び
精
神
生
活
の
中
に
入

り
込
み
、
人
々
が
追
い
求
め
る
理
想
や
価
値
観
を
あ
ら
わ
し
た
。
漢

人
の
祈
願
形
式
に
つ
い
て
、
陶
思
炎
『
祈
禳
│
│
求
福
・
除
殃
』
に

よ
る
と
、
概
ね
「
言
語
」「
図
像
」「
動
作
」「
モ
ノ（
器
物
）」
の
四
種

の
基
本
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
招
福
除
災
の
観

念
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
文
化
的
産
物
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
人
々

の
思
想
、
意
思
、
願
望
、
価
値
観
な
ど
と
結
び
つ
い
た
。
そ
の
中

で
、
通
過
儀
礼
や
宗
教
祭
祀
に
用
い
る
モ
ノ
は
、
日
常
生
活
に
密
接

し
た
動
物
、
植
物
、
食
物
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
に
意
味
あ
い
や
象
徴

の
意
義
を
も
た
せ
る
こ
と
で
、
本
来
の
モ
ノ
の
物
質
的
機
能
を
超
え

て
超
自
然
的
な
力
を
具
え
た
呪
物
、
聖
物
、
縁
起
物
に
成
り
代
わ
る
。

　
台
湾
に
お
け
る
伝
統
的
な
通
過
儀
礼
は
招
福
除
災
の
性
格
が
極
め

て
強
く
、
人
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
を
通
じ
て
願
い
を
達
成
し
よ
う

と
す
る
。
新
た
な
生
命
の
誕
生
に
は
「
紅
蛋
」（
赤
く
染
め
た
煮
玉

子
）、「
米
糕
」（
お
こ
わ
）、
婚
礼
に
は
「
紅
棗
」（
乾
燥
ナ
ツ
メ
）、

豆
、
竹
篩
、
甘
蔗
、
そ
し
て
生
命
の
終
わ
り
に
は
「
脚
尾
飯
」、

枡
、
釘
、
五
穀
な
ど
を
必
ず
備
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
モ
ノ

脚
尾
飯
と
枕
飯 
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台
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は
、
実
用
的
に
用
い
る
の
は
一
部
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
象
徴
性
を

求
め
て
用
い
る
。
本
稿
は
台
湾
と
日
本
の
葬
送
儀
礼
と
儀
礼
の
中
に

現
れ
る
モ
ノ
、
す
な
わ
ち
葬
具
が
ど
の
よ
う
に
儀
礼
に
組
み
入
れ
ら

れ
た
の
か
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
物
質
的
な
民
俗
文
化
が
如
何
に
形
成

さ
れ
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。
既
往
研
究
、
民
俗
資
料
お
よ
び

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
を
土
台
と
し
て
台
湾
な
ら
び
に
日
本
の

葬
送
儀
礼
を
把
握
し
、
さ
ら
に
、
異
な
る
社
会
に
伝
承
さ
れ
る
民
俗

文
化
の
変
容
と
現
状
を
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
た
め
、「
脚
尾
飯
」
と

「
枕
飯
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
台
湾
と
日
本
の
葬
具
は
形
状
が
非

常
に
相
似
し
て
お
り
、
飯
を
高
く
盛
り
つ
け
た
茶
碗
に
二
本
の
箸
を

垂
直
に
挿
し
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
台
湾
の
「
脚
尾
飯
」
は

死
者
の
足
元
に
供
え
、
日
本
の
「
枕
飯
」
は
枕
元
に
供
え
る
。
こ
の

二
つ
の
代
表
的
な
葬
具
を
比
較
民
俗
研
究
の
事
例
と
し
、
表
層
の
現

象
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
内
に
有
す
る
本
質
的
な
象
徴
的
意

義
の
解
明
を
試
み
た
い
。

一
　
台
湾
漢
人
の
伝
統
的
葬
送
儀
礼
と
葬

〉
1
〈

具

㈠
　
臨
終

　
台
湾
の
伝
統
的
な
社
会
で
は
、
死
者
が
自
分
の
寝
床
で
息
を
引
き

取
る
と
、
そ
の
霊
魂
は
寝
床
に
縛
ら
れ
、
転
生
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
危
篤
状
態
に
陥
る
と
親
族

が
病
人
を
寝
室
か
ら
正
庁
に
移
す
。
こ
れ
は
人
々
が
正
庁
を
家
の
中

で
最
も
神
聖
な
空
間
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
正
庁

で
病
人
が
臨
終
を
迎
え
る
こ
と
は
理
想
的
な
死
に
方
で
あ
り
、
こ
の

儀
式
を
「
搬
舖
」
と
い
う
。
親
族
は
病
人
が
臨
終
を
迎
え
る
前
に
、

災
い
を
防
ぐ
た
め
に
正
庁
に
祀
っ
て
あ
る
神
棚
と
先
祖
の
位
牌
を
そ

れ
ぞ
れ
赤
い
紙
で
覆
い
隠
し
、
つ
ぎ
に
正
庁
で
危
篤
状
態
の
病
人
を

寝
か
せ
る
「
水
床
」
と
呼
ぶ
臨
時
の
寝
床
を
し
つ
ら
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
水
床
は
、
二
組
の
長
椅
子
に
平
板
を
敷
き
、
病
人
の
頭
を

屋
内
に
向
か
せ
て
そ
の
上
に
寝
か
せ
る
。
つ
づ
い
て
、
親
族
が
病
人

の
体
を
清
め
、
死
化
粧
を
施
し
、
寿
衣
を
着
せ
る
﹇
片
岡1921 : 

3 4

、
鈴
木1934 : 212 ‒214

﹈。

　
病
人
が
絶
命
す
る
と
、
親
族
は
死
者
を
囲
ん
で
慟
哭
す
る
。
そ
し

て
死
者
が
生
前
に
使
用
し
て
い
た
「
茶
碗
」
と
「
薬
鑵
」
を
叩
き
割

り
、
つ
ぎ
に
死
者
の
枕
を
「
石
頭
枕
」
あ
る
い
は
紙
銭
で
拵
え
た
枕

に
替
え
、「
水
被
」
と
呼
ば
れ
る
布
を
死
者
に
被
せ
る
。
さ
ら
に

「
銅
銭
」
を
死
者
に
咥
え
さ
せ
る
。
こ
れ
は
「
金
嘴
銀
舌
」
と
称

し
、
富
貴
を
象
徴
す
る
。
引
き
つ
づ
い
て
、
死
者
の
袖
の
中
に
「
手

尾
銭
」
と
呼
ぶ
お
金
を
入
れ
る
。
こ
の
お
金
は
葬
儀
後
に
親
族
に
分

配
さ
れ
、
死
者
に
よ
る
親
族
へ
の
加
護
を
意
味
す
る
﹇
陳1997 : 

1 1
﹈。
こ
の
ほ
か
「
供
脚
尾
飯
」「
点
脚
尾
灯
」「
焼
脚
尾
銭
」「
焼
脚
尾

轎
」「
買
棺
材
」
な
ど
の
儀
式
も
こ
の
段
階
で
済
ま
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。「
脚
尾
飯
」
は
茶
碗
に
飯
を
盛
り
、
鴨
卵
を
添
え
、
飯
に

箸
を
垂
直
に
挿
し
た
も
の
で
あ
る
﹇
阮1999 : 103 ‒104

﹈。「
脚
尾
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轎
」、
別
称
「
過
山
轎
」
を
焼
く
儀
式
は
、「
糊
紙
店
」（
祭
祀
で
焼

く
紙
製
品
を
扱
う
店
）
か
ら
入
手
し
た
紙
製
の
轎
に
紙
銭
を
入
れ
て

死
者
の
足
元
に
置
き
、「
飯
団
」（
お
に
ぎ
り
）、
肉
、
酒
を
轎
に
描
か

れ
た
担
ぎ
手
に
供
え
て
か
ら
火
を
つ
け
る
。
轎
の
色
は
死
者
が
男
性

の
場
合
は
青
、
女
性
の
場
合
は
赤
が
一
般
的
で
あ
る
。
人
々
は
脚
尾

轎
を
死
者
が
冥
界
に
行
く
た
め
の
乗
り
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
天
に

死
者
の
到
来
を
告
げ
る
た
め
の
モ
ノ
で
あ
る
と
も
認
識
し
て
い
る
。

　
台
湾
の
葬
儀
で
は
僧
侶
、
道
士
、
法
師
な
ど
が
招
か
れ
、
死
者
の

た
め
に
経
を
唱
え
る
。
こ
れ
を
「
脚
尾
経
」
と
呼
ぶ
。
祭
壇
の
中
央
に

「
魂
帛
」（
位
牌
）
を
祀
り
、
そ
の
両
側
に
紙
製
の
「
男
女
童
僕
」（
死

者
に
仕
え
る
男
女
の
使
用
人
）
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
前
に
「
牲
礼
」

（
肉
）、「
紅
円
」（
赤
ま
ん
じ
ゅ
う
）、「
発
粿
」（
蒸
し
パ
ン
に
近
い
も

の
）、
な
ど
を
供
え
る
。
人
々
は
仏
教
の
説
と
し
て
臨
終
の
八
時
間

後
に
魂
が
完
全
に
離
脱
す
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
病
人
が

息
を
引
き
取
る
前
に
清
拭
、
死
化
粧
、
寿
衣
の
儀
式
を
終
え
ら
れ
な

い
場
合
は
絶
命
後
八
時
間
を
お
い
て
再
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

清
拭
に
用
い
る
水
は
必
ず
流
れ
て
い
る
水
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
水
道
水
の
な
い
時
代
は
川
の
水
を
汲
ん

で
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
「
乞
水
」

と
呼
ぶ
。
乞
水
は
親
族
が
水
が
め
を
持
っ
て
川
に
行

き
、
川
辺
で
二
枚
の
硬
貨
を
投
げ
、
同
意
の
答
え
が

出
れ
ば
こ
れ
ら
の
硬
貨
を
川
に
投
げ
入
れ
る
。
こ
れ

は
川
の
神
か
ら
水
を
買
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ

ぎ
に
水
の
流
れ
に
沿
っ
て
水
を
汲
み
、
家
の
入
り
口

ま
で
戻
る
と
「
火
爐
」
を
跨
い
で
か
ら
屋
内
に
入

り
、
吉
祥
〉
2
〈
語
を
口
に
唱
え
な
が
ら
死
者
を
清
め
る
。

　
清
拭
が
終
わ
る
と
、
死
者
に
寿
衣
を
着
せ
る
儀
式

を
行
う
。
こ
れ
を
「
套
衫
」
と
呼
ぶ
。
準
備
さ
れ
た

数
枚
の
寿
衣
を
「
孝
男
」（
死
者
の
息
子
）
が
ま
ず

内
か
ら
外
に
重
ね
て
か
ら
死
者
に
着
せ
る
。「
套
衫
」

の
儀
式
が
終
わ
る
と
、
熱
く
煮
立
て
た
「
麵
線
」
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（
に
ゅ
う
め
ん
）
が
出
さ
れ
、
こ
れ
に
大
量
の
「
黒
糖
」
を
入
れ
、

親
族
が
食
す
る
。
こ
れ
を
「
抽
寿
」
と
呼
ぶ
。
麵
線
は
長
寿
を
象
徴

し
、
そ
れ
に
加
え
る
黒
糖
は
一
般
に
慶
事
の
際
に
用
い
る
モ
ノ
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
抽
寿
の
儀
式
は
死
者
の
年
齢
を
子
孫
の
年
齢
に
加
え

る
、
つ
ま
り
子
孫
の
寿
命
が
延
び
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
上
、

一
族
に
喜
び
事
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
。「
守
霊
」（
通
夜
）
は
、
納

棺
前
に
親
族
に
よ
っ
て
間
断
な
く
お
こ
な
わ
れ
る
儀
式
で
、
親
族
が

順
に
死
者
に
付
き
添
う
。
一
定
の
時
間
に
「
脚
尾
銭
」（
冥
界
へ
行

く
旅
費
）
を
焼
い
た
り
、「
脚
尾
灯
」（
冥
界
へ
の
道
を
照
ら
す
）
を

点
検
す
る
だ
け
で
な
く
、
訪
れ
る
弔
問
客
に
応
対
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
棺
の
手
配
は
通
常
死
者
が
臨
終
を
迎
え
る
と
す
ぐ
に
着
手
し
、
業

者
に
よ
っ
て
棺
が
運
び
込
ま
れ
る
。
こ
れ
を
「
放
板
」
と
呼
ぶ
。
放

板
の
儀
式
は
夕
方
を
選
ん
で
お
こ
な
う
こ
と
が
多
く
、
チ
ャ
ル
メ
ラ

や
銅
鑼
の
音
を
先
導
と
し
て
棺
を
運
ぶ
隊
列
が
葬
家
に
向
か
う
。
こ

の
時
、
葬
家
の
者
は
「
孝
服
」（
喪
服
）
を
着
用
し
、
跪
い
て
こ
れ

を
迎
え
る
。
つ
ぎ
に
「
米
」
一
袋
、「
桶
」
一
個
お
よ
び
新
品
の

「
箒
」
一
本
を
棺
の
上
に
置
く
。
こ
れ
は
棺
が
も
つ
災
厄
を
鎮
め
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
続
い
て
棺
の
前
で
「
金
銀
紙
」
を
焼
く
。
こ
の

後
、
親
族
は
入
り
口
の
外
で
「
囲
庫
銭
」
の
儀
式
を
お
こ
な
う
。
喪

服
を
着
た
親
族
は
輪
状
に
内
に
向
か
い
合
っ
て
立
ち
、
そ
の
中
で
法

師
が
経
を
唱
え
な
が
ら
「
庫
銭
」（
冥
界
で
使
う
お
金
）
や
紙
製
の

「
庫
官
」、「
庫
吏
」（
庫
銭
を
扱
う
官
吏
）
を
焼
く
。
最
後
に
孝
男
が

水
を
火
に
か
け
な
が
ら
親
族
を
率
い
て
三
周
す
る
。

㈡
　
殯
殮

　
一
般
に
は
納
棺
前
に
「
辞
生
」
の
儀
式
を
お
こ
な
う
。
こ
れ
は
死

者
が
正
式
に
現
世
に
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
を
意
味
し
、
死
者
の
た
め

の
現
世
に
お
け
る
最
後
の
食
事
で
あ
る
。
六
品
の
生
臭
物
と
六
品
の

精
進
物
の
十
二
品
の
料
理
を
用
意
し
す
る
。
た
と
え
ば
「
豆
」、

「
鶏
」、「
春
干
」（
イ
カ
）、「
魚
」、「
魚
丸
」、「
芋
頭
」、「
豆
干
」、「
芹
菜
」、

「
豬
肚
」、「
菜
頭
」（
大

根
）、「
韮
」、「
豬
肝
」
な

ど
で
あ
る
﹇
陳1997 : 

2 9

﹈。
芹
菜
の
「
芹
」

は
「
勤
」
と
諧
音
で
子

孫
が
勤
労
で
あ
る
よ
う

に
、
韮
菜
の
「
韮
」
も

「
久
」
と
諧
音
で
子
孫

の
長
寿
を
願
い
、
ま
た

芋
頭
は
繁
殖
力
が
強
い

こ
と
か
ら
子
孫
繁
栄
を

願
う
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。
担
当
者
は
十

二
品
の
料
理
を
一
品
ず

つ
持
ち
上
げ
、
吉
祥
語
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を
唱
え
て
死
者
に
食
べ
さ
せ
る
動
作
を
す
る
。
辞
生
の
儀
式
は
、
以

前
は
「
好
命
人
」
と
い
う
老
婆
が
担
当
し
た
が
、
現
在
で
は
葬
儀
業

者
に
よ
っ
て
執
り
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
辞
生
の
つ
ぎ
に
お
こ
な
わ
れ
る
の
が
「
割
鬮
」
の
儀
式
で
あ
る
。

ま
ず
親
族
が
死
者
を
取
り
囲
み
、「
麻
縄
」
の
一
端
を
死
者
の
袖
に

縛
り
つ
け
、
も
う
一
端
か
ら
十
二
枚
の
銅
銭
を
通
し
、「
百
子
千

孫
、
長
命
富
貴
」
と
書
い
た
布
を
括
り
つ
け
て
か
ら
親
族
が
持
つ
。

そ
の
後
、
法
師
の
経
と
共
に
吉
祥
語
を
唱
え
な
が
ら
麻
縄
を
切
断
す

る
。
死
者
の
手
元
に
残
っ
た
も
の
は
そ
の
ま
ま
に
し
、
親
族
の
手
に

残
っ
た
麻
縄
は
紙
銭
で
包
ん
で
焼
く
。
こ
れ
は
、
親
族
と
死
者
と
の

往
来
を
完
全
に
断
ち
切
り
、
死
者
の
霊
魂
が
親
族
の
妨
げ
と
な
ら
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
﹇
阮1993 : 107
﹈。
つ
ぎ
に
法
師
が
用

意
し
た
「
黒
麻
油
」
を
加
え
た
「
浄
水
」
を
親
族
が
指
に
つ
け
瞼
を

こ
す
り
洗
う
。
こ
れ
は
目
で
見
た
不
浄
の
も
の
を
洗
い
去
る
こ
と
を

意
味
し
、
出
棺
や
法
要
の
お
り
に
も
お
こ
な
わ
れ
る
。

　「
入
殮
」
は
「
納
棺
」
と
も
呼
び
、
す
な
わ
ち
死
者
を
棺
に
移
す

儀
式
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
僧
侶
あ
る
い
は
法
師
が
進
行
を
担
い
、

納
棺
の
日
時
は
「
擇
日
師
」（
日
選
び
を
専
門
と
す
る
職
業
）
に
よ
っ

て
決
め
ら
れ
る
。
は
じ
め
に
棺
の
底
に
「
草
わ
ら
」「
石
灰
」「
殻

灰
」
な
ど
を
敷
き
詰
め
、
腐
敗
す
る
遺
体
の
出
血
や
体
液
の
吸
湿
剤

と
す
る
。
そ
の
上
に
紙
銭
と
「
七
星
板
」（
北
斗
七
星
を
書
い
た
板
）

を
敷
く
。
紙
銭
は
死
者
が
冥
界
で
使
い
、
七
星
板
は
魔
除
け
の
機
能

を
果
た
す
。
こ
れ
ら
に
続
い
て
、「
桃
の
枝
」「
扇
子
」「
石
」「
鴨
卵
」

「
豆
鼓
」「
過
山
褲
」「
鶏
枕
」（
紅
い
布
と
白
い
布
に
お
金
を
入
れ
た

枕
）
な
ど
を
入
れ
る
。
こ
れ
ら
に
は
そ
れ
ぞ
れ
意
味
と
目
的
が
あ

り
、
た
と
え
ば
桃
の
枝
は
魔
除
け
の
機
能
を
具
え
、
死
者
が
冥
界
で

の
魔
除
け
に
用
い
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
﹇
片
岡1921 : 3 6

﹈。
ま

た
、
石
、
鴨
卵
、
豆
鼓
は
死
者
に
引
導
を
渡
し
、
永
遠
に
死
者
が

戻
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
願
う
意
味
を
も
つ
。
以
上
の
も
の
を
棺
に
入

れ
終
え
る
と
、
最
後
に
死
者
が
生
前
愛
用
し
た
品
を
入
れ
る
と
と
も

に
死
者
に
水
被
を
か
け
る
。
つ
ぎ
に
左
足
で
金
紙
を
、
右
足
で
銀
紙

を
踏
ま
せ
、
四
方
隅
々
に
紙
銭
を
詰
め
て
遺
体
を
固
定
さ
せ
「
掩
身

旛
」
と
い
う
布
を
か
け
る
。

　
続
い
て
親
族
が
死
者
に
対
し
最
後
の
別
れ
を
し
、
法
師
の
経
に
と

も
な
っ
て
「
収
烏
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
収
烏
と
は
棺
の
蓋
を
す
る

儀
式
で
あ
る
。
こ
の
後
出
棺
ま
で
は
未
婚
の
親
族
が
夜
間
に
棺
に
付
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き
添
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
眠
る
の
は
床
に
限
り
許
さ
れ
る
。
こ
れ

を
「
睏
棺
脚
」
と
呼
ぶ
。
台
湾
伝
統
の
葬
送
習
俗
で
は
、
納
棺
後
直

ち
に
埋
葬
せ
ず
屋
敷
内
に
し
ば
ら
く
棺
を
置
く
場
合
、
こ
れ
を
「
打

桶
」
と
い
う
。
打
桶
の
段
階
に
入
る
と
、
必
ず
「
脚
尾
飯
」
な
ど
の

供
物
を
下
げ
、
棺
の
前
に
正
式
の
祭
壇
、
位
牌
、
魂
幡
を
設
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈢
　
出
棺

　「
出
棺
」
は
葬
送
儀
礼
の
中
で
最
も
重
要
な
儀
式
で
あ
る
。
擇
日

師
が
死
者
と
親
族
の
「
生
辰
八
字
」（
干
支
と
誕
生
日
）
に
鑑
み
て

出
棺
の
日
時
を
選
定
す
る
と
、
当
日
の
準
備
に
取
り
か
か
る
。
同
時

に
法
師
を
招
い
て
死
者
に
経
を
あ
げ
、
功
徳
を
積
む
。
出
棺
当
日
は

棺
を
正
庁
か
ら
屋
外
の
霊
堂
（
仮
設
テ
ン
ト
を
張
っ
た
斎
場
）
の
中

に
移
す
が
、
こ
れ
に
先
ん
じ
て
牲
礼
を
供
え
、
死
者
の
冥
福
を
祈

る
。
棺
を
霊
堂
に
移
す
と
、
親
族
は
棺
を
載
せ
て
い
た
長
椅
子
を
蹴

り
倒
し
、
地
面
に
水
を
ま
き
、
好
命
人
に
請
う
て
地
面
を
掃
い
て
も

ら
う
。
こ
の
時
、
好
命
人
は
口
の
中
で
吉
祥
語
を
唱
え
〉
3
〈

る
。
つ
ぎ
に

棺
を
安
置
し
て
い
た
場
所
に
大
型
の
桶
を
置
く
。
桶
に
は
「
箸
、

碗
」「
紅
円
」「
発
粿
」「
蝋
燭
」「
白
米
」「
釘
」「
火
箸
」「
炭
」
を
入
れ

る
。
こ
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
米
と
水
で
満
た
し
た
「
米
桶
」
と
「
水

桶
」
を
置
き
、
中
に
「
硬
貨
」
を
入
れ
る
。
こ
の
儀
式
を
「
圧
棺

位
」
と
呼
ぶ
﹇
陳1997 : 45 ‒47

﹈。

　
告
別
式
は
「
家
祭
」（
親
族
の
み
の
告
別
式
）
か
ら
始
ま
る
。
霊
前

に
「
飯
」「
水
」「
箸
」「
発

粿
」「
紅
亀
粿
」「
五
牲
」

「
米
酒
」「
紙
銭
」「
炭
」

を
供
え
る
。
家
祭
の
進

行
は
主
に
焼
香
（
線

香
、
抹
香
）、
献
花
、

献
酒
、
献
饌
、
弔
辞
の

順
で
、
そ
の
都
度
拝
礼

と
叩
頭
を
繰
り
返
す
。

家
祭
の
後
に
つ
づ
い
て

「
公
祭
」（
参
列
者
を
加

え
て
の
告
別
式
）
が
お

こ
な
わ
れ
る
。
葬
送
曲

演
奏
、
焼
香
（
線
香
）、

献
花
、
献
果
、
焼
香

（
抹
香
）、
法
師
に
よ
る
読
経
の
順
で
、
最
後
に
「
封
釘
」（
釘
打
ち
）

を
す
る
。
封
釘
の
儀
式
は
孝
男
が
手
に
「
釘
」「
斧
」「
紅
包
」（
祝

儀
）
な
ど
を
入
れ
た
丸
枡
を
持
ち
、
吉
祥〉

4
〈

語
を
唱
え
な
が
ら
棺
の

四
隅
に
〉
5
〈

釘
を
打
つ
。
つ
づ
い
て
棺
の
中
央
に
「
子
孫
釘
」
を
打
つ
。

ま
ず
軽
く
打
ち
込
み
、
つ
ぎ
に
孝
男
が
歯
で
釘
を
引
き
抜
く
。
そ
の

釘
は
棺
か
ら
薄
く
削
り
取
っ
た
木
片
と
と
も
に
葬
儀
後
に
家
で
祭
る

位
牌
に
供
え
、
四
十
九
日
に
お
こ
な
う
除
霊
の
儀
式
の
際
に
燃
や
す

﹇
洪1986 : 276 ‒282
﹈。
封
釘
の
後
、
親
族
が
棺
の
上
に
「
団
子
」
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と
「
豆
」
を
供
え
、
棺
の
周
り
を
回
っ
て
か
ら
分
配
し
て
食
べ
る
。

　
告
別
式
が
終
わ
る
と
出
棺
と
な
る
。「
発
引
」
と
呼
び
、
葬
送
行

列
は
長
短
の
別
な
く
、「
開
路
鼓
」「
孝
灯
」「
開
路
神
」「
銘
旌
旗
」

「
五
色
旗
」「
香
亭
」「
魂
轎
」、
法
師
、
棺
、
親
族
、
親
戚
、
そ
の
他

友
人
、
知
人
な
ど
の
順
で
列
を
組
む
。
開
路
鼓
は
行
列
の
先
導
の
ほ

か
、
に
ぎ
や
か
な
雰
囲
気
を
作
る
役
目
を
も
つ
。
孝
灯
は
送
葬
灯
と

も
呼
び
、
男
性
親
族
が
手
に
持
つ
。
開
路
神
は
死
者
が
冥
界
に
行
く

道
中
の
守
り
神
で
、
紙
製
の
人
形
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
銘
旌
旗
は
死

者
の
娘
婿
も
し
く
は
孫
婿
が
準
備
し
、
旗
に
死
者
へ
の
弔
辞
を
記

す
。
五
色
旗
は
麻
、
青
、
黄
、
赤
、
白
か
ら
成
る
。
香
亭
は
中
央
に

香
炉
を
置
く
神
輿
状
の
も
の
で
あ
る
。
魂
轎
に
は
位
牌
と
魂
帛
を
お

さ
め
た
「
丸
枡
」
以
外
に
「
五
穀
」「
硬
貨
」「
釘
」「
炭
」
な
ど
も
入

れ
る
。
棺
は
行
列
の
後
方
に
位
置
す
る
。
法
師
が
棺
の
前
を
歩
き
、

親
族
が
棺
の
後
を
歩
く
。
親
族
は
血
縁
順
に
並
び
、
一
本
の
白
い
布

を
皆
で
持
つ
。
行
列
の
最
後
尾
の
者
は
籠
を
手
に
下
げ
、
籠
に
は

「
小
灯
籠
」「
五
穀
」「
紅
円
」「
発
粿
」「
韮
」「
芋
」
な
ど
を
入
れ
る
。
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こ
れ
ら
は
縁
起
担
ぎ
の
意
味
を
も
つ
﹇
片
岡1921 : 34 ‒35

、
陳

1997 : 44 ‒47

﹈。
土
葬
の
場
合
、
行
列
が
墓
地
に
到
着
す
る
と
魂
轎

の
中
の
丸
枡
と
魂
帛
が
墓
前
に
置
か
れ
、
法
師
に
よ
る
読
経
が
始
ま

る
。
定
め
ら
れ
た
時
間
に
合
わ
せ
、
開
路
神
を
持
つ
者
が
墓
穴
に
入

り
開
路
神
を
揺
ら
し
、
そ
の
後
棺
を
墓
穴
に
お
さ
め
る
。
棺
に
つ
づ

い
て
銘
旌
旗
、
魂
帛
を
棺
の
上
に
載
せ
、
孝
男
が
ス
コ
ッ
プ
で
最
初

に
土
を
か
ぶ
せ
、
引
き
つ
づ
き
親
族
が
喪
服
の
裾
を
使
っ
て
土
を
か

ぶ
せ
る
﹇
涂2001 : 294 ‒296
﹈。

　
埋
葬
後
、
親
族
が
位
牌
を
墓
前
に
置
き
、
傘
を
差
し
掛
け
、
墓
前

に
跪
く
。
法
師
ま
た
は
風
水
師
が
丸
枡
か
ら
い
く
ら
か
の
五
穀
を
取

り
出
し
、
吉
祥
〉
6
〈

語
を
唱
え
な
が
ら
墓
に
ま
く
。
ま
た
、
残
り
の
「
五

穀
」「
釘
」「
硬
貨
」
を
縁
起
物
と
し
て
親
族
に
配
る
。
最
後
に
法
師

の
先
導
に
よ
り
墓
を
三
周
回
る
。
親
族
は
家
に
戻
る
と
、
位
牌
を
家

に
祭
り
、
葬
儀
に
携
わ
っ
た
人
々
に
食
事
を
出
し
て
労
う
。
こ
れ
を

「
食
三
角
肉
」
と
い
う
﹇
劉2001 : 352

﹈。
食
事
後
、
葬
家
は
全
員

に
「
爆
竹
」「
蝋
燭
」「
金
紙
」「
護
符
」「
発
粿
」
を
分
け
与
え
、
人
々

は
帰
り
道
で
爆
竹
を
鳴
ら
し
た
り
、
金
紙
を
燃
や
す
な
ど
の
方
法
で

厄
を
払
う
。
埋
葬
以
降
は
忌
日
、
年
忌
法
要
が
営
ま
れ
る
。
埋
葬
の

翌
日
ま
た
は
七
日
目
に
必
ず
「
巡
山
」
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
親
族
は
喪
服
を
身
に
つ
け
て
供
物
と
紙
銭
を
準
備
し
て
墓
地
に

行
き
死
者
を
弔
う
。
ま
た
、
埋
葬
後
満
百
日
目
お
よ
び
一
周
忌
に
も

法
要
を
お
こ
な
い
、
一
周
忌
あ
る
い
は
三
周
忌
に
「
合
炉
」（
死
者
の

氏
名
を
祖
先
の
位
牌
に
入
れ
る
）
の
儀
式
を
終
え
る
と
、
年
忌
法
要

が
漸
く
一
段
落
を
告
げ
る
。

二
　
日
本
の
葬
送
儀
礼
と
葬
具

　
日
本
の
民
間
に
伝
承
さ
れ
る
葬
送
儀
礼
は
日
本
人
独
特
の
霊
魂
観

と
死
生
観
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
仏
教
民
俗
学
者
五
来
重
は
以
下
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
「
日
本
人
の
葬
制
の
根
底
に
あ
る
霊
魂
観
と

い
う
も
の
は
、
仏
教
以
前
の
民
族
的
な
霊
魂
観
が
そ
の
ま
ま
生
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」﹇
五
来2008 : 152

﹈
こ
の
ほ
か
、
民

俗
学
者
井
之
口
章
次
は
「
死
の
儀
礼
に
は
、
人
間
模
様
の
ギ
リ
ギ
リ

の
表
出
が
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
文
化
の
原
質
と
い
っ
て
も
良
い
」

﹇
井
之
口
編1979 : 1

、
谷
口
・
松
崎2006 : 163

﹈
と
述
べ
て
い
る
。

日
本
の
葬
送
儀
礼
は
肉
体
お
よ
び
霊
魂
の
処
理
に
関
す
る
儀
式
か
ら

は
じ
ま
り
、
つ
ぎ
に
遺
体
、
遺
骨
に
関
わ
る
儀
式
を
お
こ
な
い
、
埋

葬
後
は
死
者
へ
の
供
養
を
す
る
。
こ
の
一
連
の
儀
礼
は
、
台
湾
の
葬

送
儀
礼
の
構
造
に
相
似
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
儀
式
の
過
程
で
用
い
る

さ
ま
ざ
ま
な
葬
具
も
台
湾
と
同
じ
く
実
用
性
あ
る
い
は
象
徴
性
が
求

め
ら
れ
る
。
以
下
に
日
本
の
伝
統
的
葬
送
儀
礼
の
進
行
に
と
も
な
っ

て
使
う
葬
具
の
役
割
と
意
味
を
述
べ
る
。

㈠
　
臨
終

　
人
が
家
で
臨
終
を
迎
え
る
と
、
魂
呼
ば
い
が
お
こ
な
わ
れ
、
親
族

は
ま
だ
生
死
を
彷
徨
っ
て
い
る
霊
魂
が
肉
体
に
戻
る
よ
う
願
っ
て
死
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者
の
枕
元
、
屋
根
の
上
で
死
者
の
名
前
を
大
声
で
呼
ぶ
。
ま
た
、
死

者
の
唇
を
水
で
濡
ら
す
「
末
期
の
水
」
と
よ
ぶ
儀
式
も
お
こ
な
わ

れ
、
こ
れ
は
死
者
と
の
別
れ
を
意
味
す
る
。
最
終
的
に
死
亡
が
確
定

す
る
と
、
地
域
の
葬
式
組
や
隣
近
所
に
知
ら
せ
る
。
つ
づ
い
て
遺
体

の
頭
を
北
向
き
に
し
て
寝
か
せ
、
顔
を
白
布
で
覆
う
。
そ
の
後
、
枕

元
周
辺
に
「
枕
飯
」「
枕
団
子
」「
枕
火
」「
線
香
」
お
よ
び
「
逆
さ
屏

風
」
や
「
逆
さ
着
物
」
を
置
く
。
同
時
に
魔
除
け
の
た
め
に
「
刃

物
」
を
置
く
﹇
五
来2009 b: 176 ‒177

﹈。
親
族
は
死
者
に
付
き
添

い
、
蝋
燭
や
線
香
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
宗
派
や
地

域
に
よ
っ
て
は
檀
家
寺
の
僧
侶
に
よ
る
「
枕
経
」
が
お
こ
な
わ
れ

る
。
死
者
の
枕
元
に
供
え
る
「
枕
飯
」
は
、
形
状
が
台
湾
の
「
脚
尾

飯
」
と
酷
似
し
て
お
り
、
飯
を
高
く
盛
り
つ
け
た
茶
碗
に
二
本
の
箸

を
突
き
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
親
族
も
し
く
は
葬
式
組
の
女

性
が
庭
先
で
炊
い
た
も
の
を
死
者
が
生
前
に
使
用
し
た
茶
碗
に
盛

り
、
そ
れ
に
箸
を
挿
し
立
て
る
。「
枕
団
子
」
は
枕
飯
と
同
様
に
庭

先
に
し
つ
ら
え
た
別
竈
で
炊
い
た
も
の
を
用
い
て
作
る
。
枕
飯
と
枕

団
子
は
日
本
の
伝
統
的
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
、
臨
終
の
際
の
死
者
の

枕
元
の
ほ
か
、
祭
壇
、
葬
送
行
列
、
墓
地
で
の
祭
祀
に
も
欠
か
す
こ

と
の
で
き
な
い
モ
ノ
で
あ
る
。

㈡
　
葬
儀
の
準
備

　
伝
統
的
な
葬
送
儀
礼
は
、
親
族
と
葬
式
組
が
そ
の
準
備
を
分
担
し

て
お
こ
な
う
。
死
者
に
直
に
接
す
る
儀
式
は
親
族
の
み
が
お
こ
な

う
。
た
と
え
ば
、
納
棺
前
の
湯
灌
の
儀
式
は
死
者
の
近
親
者
が
そ
の

任
を
負
う
。
ま
た
納
棺
の
際
に
身
に
付
け
る
死
装
束
は
親
族
が
作

る
。
死
装
束
は
冥
界
へ
行
く
道
中
に
着
る
た
め
の
衣
装
で
あ
り
、
衣

装
の
襟
を
左
前
に
し
た
り
、
足
袋
を
左
右
逆
に
履
か
せ
る
の
は
、
死

は
生
の
逆
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
死
装
束
は
四
国
遍
路
の
衣
装

に
類
似
す
る
﹇
新
谷
・
関
沢
編2005 : 5 4

﹈。
麻
ま
た
は
木
綿
で
縫
っ

た
「
白
衣
」「
手
甲
」「
脚
絆
」「
足
袋
」「
三
角
布
」「
草
鞋
」「
数
珠
」

「
笠
」「
杖
」
お
よ
び
「
五
穀
」「
六
文
銭
」
な
ど
を
入
れ
た
「
頭
陀

袋
」、
さ
ら
に
は
死
者
の
生
前
の
愛
用
品
や
巡
礼
の
「
納
経
札
」
な

ど
も
死
者
と
と
も
に
棺
に
お
さ
め
る
。
こ
の
ほ
か
、
地
域
、
習
俗
あ

る
い
は
各
家
の
し
き
た
り
に
よ
っ
て
死
者
の
「
へ
そ
の
緒
」、
近
親

者
の
「
毛
髪
」
や
「
爪
」
を
お
さ
め
る
場
合
も
あ
る
。
納
棺
後
は
棺

の
蓋
の
釘
を
「
石
」
で
打
ち
、
そ
れ
を
担
当
す
る
親
族
は
儀
式
を
終

え
る
と
「
塩
」「
水
」「
酒
」
な
ど
を
用
い
て
身
を
清
め
る
﹇
新
谷

1992 : 27 ‒28

﹈。

㈢
　
葬
送
と
除
霊

　
葬
儀
当
日
、
僧
侶
の
法
語
、
偈
頌
に
よ
っ
て
引
導
渡
し
の
儀
式
が

お
こ
な
わ
れ
た
後
、
喪
主
か
ら
順
に
参
列
者
が
焼
香
を
す
る
。
そ
し

て
出
棺
に
先
立
ち
、
地
域
に
よ
っ
て
は
親
族
が
「
出
立
ち
の
飯
」
と

い
う
死
者
と
の
食
い
別
れ
の
儀
式
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
れ
は
葬
送

に
あ
た
り
生
者
が
死
者
に
引
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
米
の
力
に
よ
っ
て

生
命
力
を
強
化
す
る
意
味
を
も
つ
﹇
新
谷
・
関
沢
編2005 : 9 0

﹈。
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日
本
の
場
合
、
棺
を
担
ぐ
の
は
関
西
地
区
で
は
大
半
が
親
族
で
あ
る

が
、
関
東
地
区
で
は
地
域
の
葬
式
組
が
担
ぐ
例
が
多
い
。
担
ぎ
役
は

棺
を
祭
壇
か
ら
屋
外
に
移
動
し
、
庭
先
で
反
時
計
回
り
に
三
周
し
て

か
ら
葬
列
を
組
ん
で
墓
地
に
向
か
う
。
出
棺
と
同
時
に
葬
家
で
は

「
送
り
火
」
を
焚
き
、
死
者
の
枕
飯
を
盛
っ
て
い
た
「
茶
碗
」
を
叩

き
割
る
。
宗
派
や
地
域
に
よ
っ
て
は
茶
碗
を
割
ら
ず
、
墓
地
ま
で

持
っ
て
行
き
供
え
る
場
合
も
あ
る
。
茶
碗
を
割
る
の
は
、
死
者
に
現

世
と
の
決
別
を
宣
言
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
葬
送
行
列
の
編
成
は
各
地
の
異
な
る
伝
承
や
慣
習
に
し
た
が
っ
て

行
列
が
組
ま
れ
る
。
ま
た
、
行
列
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
葬
具
が
存
在
す

る
。
た
と
え
ば
、
國
學
院
大
學
民
俗
学
研
究
会
に
よ
る
一
九
六
七

年
、
群
馬
県
群
馬
郡
倉
淵
村
の
調
査
に
つ
い
て
の
事
例
に
見
る
葬
送

行
列
は
「
銘
旗
」「
灯
籠
」「
花
籠
」「
先
旗
」「
香
箱
」「
膳
」「
造
花
」

「
位
牌
」「
棺
」「
天
蓋
」「
後
旗
」「
送
り
旗
」
で
編
成
さ
れ
る
。
さ
ら

に
大
谷
大
学
民
俗
学
研
究
会
に
よ
る
一
九
七
三
年
、
高
知
県
長
岡
郡

本
山
町
の
調
査
に
つ
い
て
の
事
例
で
は
、「
悪
魔
祓
い
」
を
先
頭
に

「
名
幡
」「
カ
ネ
（
ド
ラ
）」「
花
輪
」「
提
灯
」「
幡
二
本
（
諸
行
無
常
、

是
生
滅
法
）」「
位
牌
」「
柩
」「
天
蓋
」「
幡
二
本
（
諸
行
無
常
、
是
生

滅
法
）」「
孫
杖
」「
卒
塔
婆
」「
枕
飯
」「
タ
ゴ
」
で
編
成
さ
れ
る
﹇
五

来2009 a: 165

﹈。
上
記
の
ほ
か
、
新
谷
尚
紀
『
お
葬
式
│
│
死
と

慰
霊
の
日
本
史
』
で
は
、
三
重
県
鳥
羽
市
の
野
村
史
隆
氏
に
よ
る
一

九
六
〇
年
代
の
葬
送
行
列
に
つ
い
て
の
報
告
を
引
用
し
て
以
下
の
よ

う
に
当
時
の
鳥
羽
地
域
の
行
列
の
編
成
を
記
し
て
い
る
。「
赤
旗
」

「
花
籠
」「
龍
頭
」「
灯
籠
」「
樒
」「
四
花
」「
菓
子
」「
位
牌
」「
棺
」「
天

蓋
」「
水
」「
飯
（
枕
飯
）」﹇
新
谷2009 : 5 6

﹈。
以
上
、
関
東
、
関
西

お
よ
び
四
国
の
三
地
域
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
伝
統
的

な
葬
送
行
列
か
ら
順
に
し
た
が
っ
て
葬
具
を
取
り
出
し
た
。
葬
送
行

列
の
編
成
に
は
あ
ま
り
大
き
な
差
異
は
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

葬
具
は
多
種
に
わ
た
り
、
各
地
独
特
の
葬
送
文
化
を
映
し
出
し
て
い

る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

　
葬
列
が
墓
地
に
到
着
す
る
と
、
ま
ず
親
族
が
そ
れ
ぞ
れ
一
掬
い
の

土
を
棺
に
か
け
、
つ
ぎ
に
親
族
に
代
わ
り
墓
穴
を
掘
る
者
が
埋
葬
を

完
成
さ
せ
、
石
造
も
し
く
は
木
造
の
墓
標
を
た
て
る
。
そ
し
て
墓
前

に
「
霊
膳
」「
花
」「
線
香
」「
灯
明
」
な
ど
を
供
え
て
祭
る
。
火
葬
の

場
合
は
、
火
葬
場
で
荼
毘
に
付
し
た
の
ち
に
親
族
が
拾
骨
す
る
。
親

族
、
参
列
者
お
よ
び
葬
式
組
は
墓
地
か
ら
帰
る
と
、
家
に
入
る
前
に

足
を
洗
っ
た
り
、
塩
を
体
に
ふ
り
か
け
た
り
し
て
身
を
清
め
る
。
こ

の
後
、
葬
家
で
は
会
食
を
設
け
る
。
通
常
、
埋
葬
後
七
日
以
内
は
毎

日
一
定
の
時
間
に
墓
に
赴
き
、
灯
火
を
上
げ
て
供
養
す
る
。
他
方
、

関
西
、
四
国
地
域
で
は
埋
葬
当
日
や
六
日
目
の
晩
に
死
者
の
霊
魂
が

戻
っ
て
く
る
た
め
、
こ
の
両
日
は
そ
の
霊
魂
を
追
い
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。
四
十
九
日
は
「
忌
明
け
」
と

も
称
し
、
一
連
の
葬
送
儀
礼
が
一
段
落
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
当

日
、
葬
家
は
僧
侶
を
招
き
、
読
経
に
よ
っ
て
死
者
を
供
養
す
る
。
そ

の
後
、
葬
家
、
参
列
者
で
会
食
を
お
こ
な
う
。
合
わ
せ
て
、
笠
状
の

大
餅
一
個
と
四
十
九
個
の
小
餅
か
ら
成
る
「
四
十
九
餅
」
と
呼
ぶ
餅
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を
皆
で
分
け
て
食
す
﹇
新
谷1992 : 29 ‒30

﹈。
四
十
九
日
以
降
は
一

周
忌
、
三
回
忌
、
七
回
忌
な
ど
の
年
忌
法
要
を
営
み
、
三
十
三
回
忌

あ
る
い
は
五
十
回
忌
を
も
っ
て
法
要
を
終
了
す
る
。

三
　
脚
尾
飯
と
枕
飯
の
比
較
分
析

　
前
節
は
日
本
の
葬
送
儀
礼
に
関
す
る
研
究
成
果
を
参
考
と
し
、
日

本
に
伝
承
さ
れ
る
葬
送
儀
礼
と
葬
具
を
概
説
し
た
。
こ
れ
ら
と
台
湾

の
葬
送
儀
礼
お
よ
び
葬
具
と
を
比
較
す
る
と
、
実
の
と
こ
ろ
少
な
か

ら
ず
共
通
性
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
例
を
あ
げ
る
と
、
枕

飯
、
枕
団
子
、
枕
火
、
線
香
、
枕
、
草
鞋
、
祭
壇
、
花
輪
、
焼
香
、

香
典
の
用
法
と
意
味
合
い
で
あ
る
。
ま
た
、
葬
儀
用
語
の
忌
中
、
告

別
式
な
ど
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
祭
壇
、
花
輪
、
焼
香
、
香

典
、
葬
儀
用
語
な
ど
は
日
本
統
治
期
に
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
の
ほ
か
の
由
来
は
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
台
湾

と
日
本
に
伝
承
さ
れ
る
民
俗
文
化
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

歴
史
背
景
、
風
土
、
環
境
、
信
仰
、
民
族
な
ど
を
体
系
的
に
把
握
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
単
に
儀
礼
の
形
式
、
物
質
の
外
観
、

用
語
な
ど
が
似
通
っ
て
い
る
だ
け
で
安
易
に
比
較
す
る
と
、
そ
の
成

果
は
十
分
な
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
国

境
、
族
群
を
跨
い
で
の
比
較
研
究
は
徐
々
に
そ
の
必
要
性
が
高
ま
っ

て
お
り
、
少
な
く
と
も
比
較
研
究
の
視
野
か
ら
民
間
伝
承
の
本
質
の

検
討
を
試
み
る
こ
と
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
ゆ
え
に
筆
者
は
広
闊

に
わ
た
る
台
日
葬
送
儀
礼
の
中
か
ら
、
臨
終
段
階
に
用
い
ら
れ
る
葬

具
で
あ
る
台
湾
の
「
脚
尾
飯
」
と
日
本
の
「
枕
飯
」
を
事
例
と
し
、

こ
の
民
俗
文
化
お
よ
び
用
法
に
具
わ
る
意
味
合
い
や
象
徴
的
意
義
に

つ
い
て
検
討
、
分
析
を
試
み
た
い
。

　「
脚
尾
飯
」
は
台
湾
の
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
要
素

で
あ
り
、
最
も
代
表
的
な
葬
具
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
い
っ
た
い
脚

尾
飯
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。
鈴
木
清
一
郎
は
『
台
湾
旧
慣
冠

婚
葬
祭
と
年
中
行
事
』
に
て
「
既
に
息
を
引
き
取
れ
ば
死
者
の
足
元

に
碗
に
飯
を
盛
り
竹
箸
二
本
を
立
て
、
其
の
中
央
に
鴨
卵
の
煮
た
も

の
一
個
と
共
に
供
へ
る
。「
脚
尾
飯
」
と
云
ふ
」﹇
鈴
木1934 : 

214

﹈
と
記
録
し
て
い
る
。
同
様
に
『
重
修
台
湾
省
通
志 

巻
三 

住

民
志
礼
俗
篇
』
に
も
「
死
者
の
臨
終
の
際
に
は
必
ず
足
元
に
「
脚
尾

飯
」
を
供
え
ね
ば
な
ら
ず
、
飯
に
煮
た
鴨
卵
を
一
個
置
き
、
二
本
の

竹
箸
を
縦
に
挿
す
」

﹇
阮1993 : 107

﹈
と

記
さ
れ
て
い
る
。
以

上
の
日
本
統
治
期
に

日
本
人
が
残
し
た
民

俗
資
料
と
戦
後
、
政

府
に
よ
っ
て
編
纂
さ

れ
た
地
方
誌
を
通
し

て
、
以
下
の
よ
う
な

脚
尾
飯
の
特
徴
が
浮
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か
び
上
が
る
。
第
一
に
、
臨
終
の
際
、
死
者
の
足
元
に
供
え
る
供
物

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
碗
に
盛
り
つ
け
た
飯
に
煮
た
鴨
卵
一

個
を
置
き
、
さ
ら
に
二
本
の
箸
を
挿
す
形
式
を
と
る
。
留
意
点
と
し

て
、
一
本
ま
た
は
二
本
の
箸
を
垂
直
に
飯
に
挿
す
形
式
は
、
一
般
的

に
重
大
な
禁
忌
と
さ
れ
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
葬
送
儀
礼
特
有
の

供
物
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
台
湾
の
脚
尾
飯
に
相
対
し
て
、
本
稿
第
二
節
で
概
述
し
た
日
本
の

葬
送
儀
礼
の
臨
終
段
階
に
も
形
式
、
供
え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
脚
尾
飯

に
酷
似
す
る
も
の
が
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
枕
飯
」
で
あ
る
。
枕
飯

は
文
字
通
り
死
者
の
枕
元
に
供
え
る
飯
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
と
脚

尾
飯
の
脚
尾
つ
ま
り
足
元
と
い
う
語
句
は
、
い
ず
れ
も
飯
を
供
え
る

位
置
を
示
す
。
枕
飯
は
死
者
が
生
前
に
実
際
に
使
っ
て
い
た
茶
碗
に

飯
を
高
く
盛
り
、
そ
の
中
央
に
茶
碗
と
一
様
に
死
者
が
生
前
使
っ
て

い
た
一
膳
の
箸
を
挿
し
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
外
観
は

基
本
的
に
脚
尾
飯
と
同
一
で
、
し
か
も
箸
を
垂
直
に
飯
に
挿
す
形
式

も
脚
尾
飯
と
同
様
に
葬
儀
期
間
以
外
で
は
重
大
な
禁
忌
と
な
っ
て
い

る
。
以
上
の
名
称
の
解
釈
と
実
際
の
葬
送
儀
礼
で
見
ら
れ
る
供
え
方

か
ら
台
湾
と
日
本
の
臨
終
段
階
に
お
け
る
死
者
へ
の
飯
を
用
い
た
供

物
の
位
置
の
違
い
が
現
れ
て
い
る
。
な
ぜ
台
湾
の
脚
尾
飯
は
死
者
の

足
元
に
供
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
日
本
の
枕
飯
は
死
者
の
枕
元
に

供
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
の
明
確
な
解
答
は
先
行
研
究
に
は
見
当
た
ら

な
い
。
よ
っ
て
筆
者
は
ま
ず
台
湾
の
脚
尾
飯
が
足
元
に
置
か
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
の
疑
問
か
ら
着
手
す
る
。
漢
人
の
葬
送
儀
礼
に
お
け
る

脚
尾
飯
の
起
こ
り
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
明
清
両
代
に
高
く
評
価
さ
れ

朝
廷
に
よ
り
頒
布
さ
れ
た
『
文
公
家
礼
』
に
は
、
脚
尾
飯
ま
た
は
そ

れ
に
近
い
葬
具
は
見
ら
れ
な
い
﹇
呂
理
政1990 : 198 ‒205

﹈。
け
れ

ど
も
、
臨
終
後
に
死
者
の
口
の
中
に
米
粒
を
入
れ
る
儀
式
「
飯
含
」

を
お
こ
な
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
飯
を
死
者
に
供
え
る
脚
尾
飯

に
似
通
っ
て
い
る
。
同
じ
く
、
清
代
台
湾
の
地
方
誌
『
続
修
台
湾
府

志
』
に
も
脚
尾
飯
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
当
時
の
葬
送
儀
礼

の
様
子
を
以
下
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。「
葬
礼
は
、
七
日
以
内

は
喪
服
を
着
、
五
旬
は
僧
侶
あ
る
い
は
道
士
を
招
い
て
弔
う
。
つ
ぎ

に
金
楮
を
燃
や
す
。
こ
れ
を
「
做
功
果
」「
還
庫
銭
」
と
い
う
」。

　
と
こ
ろ
が
、
日
本
統
治
期
に
入
る
と
書
物
や
新
聞
記
事
に
「
脚
尾

飯
」
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
二
一
年
に
当
時
台
南
地
方
法

院
で
通
訳
官
を
務
め
た
片
岡
巌
が
著
し
た
『
台
湾
風
俗
誌
』
の
中
の

「
台
湾
人
の
葬
儀
」
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。「
死
者
の

枕
辺
に
は
米
飯
、
鴨
卵
、
竹
箸
を
置
き
、
又
脚
尾
に
香
を
焚
き
、
燭

を
点
じ
、
銀
紙
を
焼
く
、
之
れ
死
者
を
し
て
冥
途
の
行
路
を
迷
は
し

め
ず
、
又
飢
餓
に
苦
し
ま
し
め
ざ
る
の
意
に
出
づ
と
云
ふ
」﹇
片
岡

巌1921 : 3 4

﹈。
以
上
は
現
在
筆
者
が
把
握
す
る
民
俗
資
料
に
お
い

て
最
も
早
い
時
期
に
、
な
お
か
つ
詳
細
に
脚
尾
飯
の
外
観
と
そ
の
意

味
に
つ
い
て
記
述
し
た
資
料
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
片
岡

巌
は
死
者
を
冥
界
に
送
り
出
す
た
め
の
葬
具
で
あ
る
食
物
、
線
香
、

蝋
燭
、
紙
銭
に
つ
い
て
「
脚
尾
飯
」
や
「
脚
尾
金
」
な
ど
の
名
称
を



145──脚尾飯と枕飯

用
い
て
い
な
い
。
ま
た
、
飯
に
竹
箸
を
挿
し
、
鴨
卵
を
添
え
る
形
式

を
取
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
上
、
供
え
る
位
置
も
足
元
（
脚
尾
）
で
は

な
く
、
日
本
の
枕
飯
と
同
様
に
枕
元
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
の
ち
、

先
に
挙
げ
た
一
九
三
四
年
出
版
の
『
台
湾
旧
慣
冠
婚
葬
祭
と
年
中
行

事
』
で
は
「
脚
尾
飯
」
と
い
う
名
称
が
現
れ
、
し
か
も
供
え
る
位
置

を
枕
元
で
は
な
く
足
元
と
書
き
記
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、『
台
湾

日
日
新
報
』
一
九
三
三
年
四
月
一
九
日
版
（
漢
文
版
）
に
掲
載
さ
れ

た
二
組
の
男
女
の
駆
け
落
ち
心
中
事
件
に
つ
い
て
の
記
事
に
「
私
奔

後
両
組
男
女
在
新
桃
両
郡
界
服
毒
・
蓬
草
中
設
有
脚
尾
飯
・
被
採
茶

婦
発
見
入
楽
生
院
治
療
」
と
い
う
見
出
し
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
「
脚
尾
飯
」
と
い
う
名
称
と
、

脚
尾
飯
が
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
葬
具
と
し
て
台
湾
の
民
間
に
定

着
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
戦
後
以
降
、
呉
瀛
濤
の
『
台
湾

民
俗
』
を
含
む
姚
漢
秋
、
阮
昌
鋭
、
徐
福
全
な
ど
に
よ
る
葬
送
儀
礼

に
関
す
る
著
作
に
お
い
て
、
脚
尾
飯
に
つ
い
て
の
記
述
は
基
本
的
に

日
本
統
治
期
の
も
の
と
大
き
な
差
は
み
ら
れ
な
い
。

　
日
本
各
地
に
伝
承
さ
れ
る
「
枕
飯
」
の
形
式
、
位
置
、
意
味
は
共

通
性
が
高
〉
7
〈

く
、
人
が
亡
く
な
る
と
屋
外
に
臨
時
の
竈
を
し
つ
ら
え
、

枕
飯
に
用
い
る
飯
を
炊
〉
8
〈

く
。
つ
づ
い
て
茶
碗
に
飯
を
高
く
盛
り
つ

け
、
箸
を
飯
の
中
央
に
垂
直
に
挿
し
て
死
者
の
枕
元
に
供
え
る
。
枕

飯
の
意
味
は
、
柳
田
国
男
が
指
摘
す
る
米
の
力
を
も
と
に
し
た
五
来

重
の
鎮
魂
説
と
井
之
口
章
次
の
蘇
生
説
が
最
も
代
表
的
で
あ
る
。
五

来
重
は
、
亡
く
な
っ
て
間
も
な
い
死
者
の
不
安
定
な
霊
魂
を
米
の
力

に
よ
っ
て
安
定
さ
せ
る
意
味
が
あ
る
と
解
釈
す
る
。
こ
れ
に
対
し
井

之
口
章
次
は
五
来
と
同
様
に
米
の
力
に
注
目
し
つ
つ
も
、
そ
の
力
は

鎮
魂
の
た
め
で
な
く
、
死
者
の
霊
を
呼
び
戻
す
蘇
生
の
た
め
で
あ
る

と
解
釈
す
る
﹇
井
之
口1977 : 66 ‒67

﹈。
上
の
両
説
の
ほ
か
、
民
間

に
は
死
者
が
息
を
引
き
取
る
と
ま
ず
善
光
寺
や
霊
場
参
り
に
行
く
と

い
う
俗
信
が
あ
り
、
枕
飯
は
そ
の
た
め
の
弁
当
で
あ
る
と
い
う
説
が

あ
る
。
台
湾
の
脚
尾
飯
も
こ
の
よ
う
な
説
に
近
い
意
味
を
も
っ
て
お

り
、
死
者
が
冥
界
に
行
く
道
中
の
弁
当
で
あ
る
と
い
う
説
と
冥
界
に

旅
立
つ
前
に
力
を
つ
け
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
説
が
主
で
あ
る
。
ま

た
、
日
本
の
枕
飯
は
半
紙
な
ど
に
包
ん
で
遺
体
と
と
も
に
棺
に
入
れ

る
が
、
台
湾
の
脚
尾
飯
に
は
こ
の
よ
う
な
習
俗
は
な
い
。

　
上
記
以
外
に
、
台
湾
の
脚
尾
飯
の
意
味
に
つ
い
て
、
陳
瑞
隆
編
著

『
台
湾
喪
葬
礼
俗
源
由
』
に
お
い
て
二
つ
の
新
た
な
解
釈
が
提
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
過
去
に
裕
福
な
家
で
人
が
亡
く
な
る
と
、

親
族
は
す
ぐ
に
盛
大
な
料
理
を
供
え
た
。
脚
尾
飯
は
盛
大
な
料
理
を

準
備
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
貧
困
の
家
に
お
け
る
変
形
型
で
あ
る

﹇
陳1997 : 1 3

﹈。
こ
れ
は
、
脚
尾
飯
は
た
だ
死
者
を
弔
う
た
め
の
み

を
目
的
と
し
た
供
物
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
も
う
一
方
は
「
台
南

地
域
で
は
飯
の
供
物
を
「
開
口
飯
」、
飯
の
上
に
の
せ
た
卵
を
「
開

口
卵
」
と
呼
ぶ
。
古
人
は
、
人
が
死
ぬ
と
話
す
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
、
そ
の
た
め
子
孫
が
死
者
と
話
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
開
口
飯
を

死
者
の
枕
元
に
置
い
た
」﹇
陳1997 : 1 3

﹈
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

こ
の
台
南
地
域
の
事
例
は
、
脚
尾
飯
に
こ
れ
ま
で
の
通
説
と
異
な
る
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解
釈
を
提
示
し
て
お
り
、
同
時
に
脚
尾
飯
は
足
元
以
外
に
枕
元
に
供

え
ら
れ
る
例
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
脚
尾

飯
の
位
置
は
前
述
の
一
九
二
〇
年
代
の
片
岡
巌
の
記
述
に
符
合
す

る
。
し
か
し
、
筆
者
が
把
握
す
る
限
り
、
現
在
の
台
南
地
域
で
は
枕

元
で
は
な
く
足
元
に
脚
尾
飯
を
供
え
て
お
り
、
台
湾
全
土
に
共
通
す

る
脚
尾
飯
の
形
式
と
な
っ
て
い
る
。「
開
口
飯
」
は
死
者
が
口
を
通

じ
て
子
孫
と
話
せ
る
よ
う
に
枕
元
に
供
え
、
こ
れ
に
対
し
て
脚
尾
飯

は
死
者
が
両
足
に
よ
っ
て
現
世
か
ら
冥
界
に
歩
い
て
い
く
た
め
、
足

元
に
供
え
ら
れ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
開
口
飯
に
せ
よ
、
脚
尾
飯
に
せ
よ
、
供

え
る
位
置
は
供
物
の
内
容
と
と
も
に
重
要

で
あ
り
、
な
ら
び
に
死
者
が
子
孫
と
交
流

し
、
ま
た
冥
界
ま
で
歩
い
て
い
け
る
の
は
、

日
本
と
同
じ
く
米
の
力
を
潜
在
的
に
認
識

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
な
ぜ
脚
尾
飯
に
箸
を
挿
し
立
て
る
の
か
。

新
谷
尚
紀
は
日
本
の
枕
飯
に
箸
を
立
て
る

理
由
に
つ
い
て
、
飯
に
は
も
う
箸
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
飯

の
所
有
者
が
死
者
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に

示
し
、
目
に
見
え
な
い
餓
鬼
や
悪
霊
が
そ
の

飯
に
近
付
か
な
い
よ
う
に
と
い
う
意
味
が

あ
る
と
指
摘
す
る
﹇
新
谷2003 : 136

﹈。
筆

者
は
、
こ
の
解
釈
は
台
湾
の
脚
尾
飯
に
箸
を
挿
し
立
て
る
意
味
に
も

通
ず
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
台
湾
民
間

の
祭
祀
に
お
け
る
供
物
の
供
え
方
を
見
れ
ば
、
大
部
分
の
祭
祀
で
は

供
物
が
生
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
火
を
通
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

さ
ら
に
は
生
臭
物
で
あ
ろ
う
が
、
精
進
物
で
あ
ろ
う
が
、
す
べ
て
神

霊
に
供
え
る
際
は
位
置
と
配
列
だ
け
が
求
め
ら
れ
、
供
物
に
異
物
を

挿
し
て
供
え
る
形
式
は
稀
少
で
あ
る
。
脚
尾
飯
の
ほ
か
は
、
た
だ
無

縁
仏
を
祭
る
儀
式
で
あ
る
「
普
渡
」
で
の
み
線
香
と
普
渡
旗
を
供
物
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に
挿
し
立
て
る
光
景
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
線
香
と
普
渡
旗

は
、
供
物
の
所
有
者
を
無
縁
仏
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
不
安
定
な

死
者
の
霊
魂
や
無
縁
仏
に
供
え
る
供
物
は
、
箸
、
線
香
、
旗
な
ど
の

所
有
者
を
あ
ら
わ
す
標
識
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
我
々
は
古
く
か
ら
暮
ら
し
に
伝
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
、
儀
式
お

よ
び
そ
れ
に
関
わ
る
モ
ノ
に
つ
い
て
、
何
と
な
く
当
た
り
前
の
こ
と

と
し
て
先
人
の
や
り
方
を
受
け
継
い
で
き
た
。
そ
し
て
次
の
世
代
が

ま
た
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
く
。
し
か
し
、
何
と
な
く
受
け
継
い
で
き

た
風
習
に
は
必
ず
意
味
が
内
在
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
本
質
的
な
意

味
を
完
全
に
理
解
で
き
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
本
稿
で
は
民
俗
学

の
立
場
か
ら
台
湾
と
日
本
の
葬
送
儀
礼
お
よ
び
葬
具
に
焦
点
を
あ

て
、
文
献
資
料
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
成
果
を
分
析
、
検
討

し
、
葬
具
が
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
如
何
に
用
い
ら
れ
る
か
、
如
何
に

意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
儀
礼
の
流
れ
に
し
た
が
っ
て
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
異
な
る
社
会
に
伝
承
さ
れ
る
民
俗
文
化

の
現
状
と
変
容
を
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
た
め
、「
脚
尾
飯
」
と
「
枕

飯
」
を
事
例
と
し
、
表
層
の
現
象
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
内

に
有
す
る
本
質
的
な
象
徴
的
意
義
の
解
明
を
試
み
た
。

　
台
湾
の
脚
尾
飯
の
伝
承
を
さ
か
の
ぼ
る
に
は
史
料
文
献
が
非
常
に

乏
し
く
、
現
時
点
で
把
握
で
き
て
い
る
の
は
日
本
統
治
期
以
降
の
民

俗
資
料
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
米
を

死
者
に
供
え
る
習
俗
は
す
で
に
朱
熹
『
文
公
家
礼
』
に
記
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
漢
代
に
ま
で
溯
及
で
き
る
と
推
測
さ

れ
る
。
脚
尾
飯
は
台
湾
全
土
に
遍
く
浸
透
し
て
い
る
葬
具
で
あ
り
、

臨
終
の
際
に
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
死
者
へ
の
供
物
で
あ
る
。
人
々

は
脚
尾
飯
を
死
者
が
冥
界
に
旅
立
つ
前
に
力
を
つ
け
る
た
め
、
ま
た

は
死
者
が
冥
界
に
行
く
道
中
の
弁
当
と
し
て
認
識
す
る
が
、
脚
尾
飯

が
も
つ
本
質
的
な
意
味
を
深
く
掘
り
下
げ
る
と
、
柳
田
国
男
が
提
示

し
た
米
の
力
の
信
仰
を
日
本
と
同
じ
く
稲
作
文
化
を
有
す
る
台
湾
の

脚
尾
飯
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
以
前
台
南
地
域
に
存
在
し
た
「
開
口
飯
」
と
脚
尾

飯
の
供
え
る
位
置
を
事
例
と
し
て
考
察
し
た
。
ま
た
、
日
常
生
活
に

お
い
て
飯
の
上
に
箸
を
挿
し
立
て
る
こ
と
を
重
大
な
禁
忌
と
す
る
の

は
、
脚
尾
飯
が
葬
送
儀
礼
特
有
の
供
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
供
物

に
異
物
を
挿
し
立
て
る
形
式
は
、
脚
尾
飯
以
外
に
普
渡
で
も
見
ら

れ
、
遊
離
性
が
強
く
不
安
定
な
死
者
の
霊
魂
や
無
縁
仏
の
所
有
を
箸

や
線
香
を
挿
す
こ
と
で
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う

に
、
本
稿
で
は
比
較
研
究
の
視
野
か
ら
民
間
伝
承
の
本
質
の
検
討
を

試
み
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
台
湾
、
日
本
以
外
の
同
じ
稲
作
文

化
圏
に
属
す
る
地
域
で
の
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
、
米
を
用
い
た
供
物

の
実
態
と
そ
の
意
義
を
解
明
し
た
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
前
述
の

米
の
力
、
箸
や
線
香
を
挿
し
立
て
た
供
物
の
解
釈
を
さ
ら
に
裏
付
け

る
可
能
性
の
一
つ
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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注〈
1
〉 
本
節
の
内
容
は
主
と
し
て
拙
著
『
就
是
要
幸
福
│
│
台
湾
的
吉

祥
文
化
』
の
第
四
章
を
参
考
と
し
て
い
る
﹇
林2014

﹈。

〈
2
〉 

文
言
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。「
跟
您
洗
頭
、
要
給
子
孫
食

到
老
老
老
、
跟
您
洗
脚
尾
、
要
給
子
孫
有
好
尾
」「
現
在
児
子
、
女

児
、
媳
婦
、
內
外
孫
大
家
乞
水
給
您
洗
頭
面
、
給
您
子
孫
大
家
有
頭

有
面
、
給
您
洗
嘴
、
給
您
子
孫
万
年
富
貴
、
眼
睛
洗
金
金
、
子
孫
人

人
発
万
金
、
跟
您
洗
手
、
子
孫
万
年
自
由
、
一
身
洗
透
透
、
子
孫
大

家
都
友
孝
、
自
頭
洗
到
尾
、
給
您
子
孫
人
人
有
大
傢
伙
」。

〈
3
〉 

「
掃
帚
掃
出
門
、
千
災
万
禍
盡
消
除
、
掃
帚
掃
進
来
、
房
房
添

丁
又
発
財
」。

〈
4
〉 

「
一
点
東
方
甲
乙
木
、
子
孫
代
代
居
福
禄
。
二
点
南
方
丙
丁

火
、
子
孫
代
代
発
傢
伙
。
三
点
西
方
庚
辛
金
、
子
孫
代
代
発
万
金
。

四
点
北
方
壬
癸
水
、
子
孫
代
代
大
富
貴
。
五
点
中
央
戊
己
土
、
子
孫

寿
元
如
彭
祖
。
進
発
、
割
棺
求
発
発
没
退
」。
ま
た
は
「
一
釘
添
丁

及
発
財
、
二
釘
福
禄
天
降
来
、
三
釘
三
元
生
貴
子
、
四
釘
子
孫
満
庁

台
、
子
孫
釘
、
子
団
円
、
子
孫
富
貴
万
万
年
」。

〈
5
〉 

四
隅
に
打
つ
釘
は
そ
れ
ぞ
れ
「
福
釘
」「
禄
釘
」「
寿
釘
」「
全

釘
」
の
名
称
が
あ
る
。
名
称
に
合
わ
せ
て
以
下
の
吉
祥
語
を
唱
え

る
。「
一
点
福
、
福
字
半
礼
一
口
田
、
子
孫
代
代
富
貴
年
。
二
点

禄
、
禄
字
半
礼
不
成
求
、
子
孫
代
代
騎
馬
四
方
遊
。
三
点
寿
、
寿
字

写
来
一
寸
口
、
子
孫
代
代
長
寿
如
彭
祖
。
四
点
全
、
全
字
写
来
似
人

王
、
子
孫
代
代
状
元
郎
。
寿
如
崑
崙
兼
泰
山
、
鳳
毛
麟
趾
財
丁
貴
、

鶴
算
亀
齢
福
授
全
」。

〈
6
〉 

「
一
送
東
方
甲
乙
木
、
代
代
子
孫
受
福
禄
。
二
送
南
方
丙
丁

火
、
房
房
子
孫
有
傢
伙
。
三
送
西
方
庚
辛
金
、
房
房
子
孫
富
万
金
。

四
送
比
方
壬
癸
水
、
代
代
子
孫
同
富
貴
。
五
送
中
央
戊
己
土
、
代
代

子
孫
寿
如
彭
祖
。
五
穀
送
武
方
、
凶
神
悪
煞
帰
本
洞
。
五
穀
送
天
天

清
、
送
地
地
霊
、
送
人
人
長
生
。
五
穀
送
得
完
、
代
代
子
孫
中
状

元
、
五
穀
収
入
斗
、
代
代
子
孫
万
万
口
。
進
喔
！
進
喔
！
」

〈
7
〉 

日
本
各
地
に
伝
承
さ
れ
る
枕
飯
と
枕
団
子
に
つ
い
て
、
詳
し
く

は
田
中
宣
一
「
枕
飯
と
枕
団
子
│
│
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
雑
神
へ
の

施
食
」﹇
田
中1999

﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
8
〉 

台
湾
で
は
台
所
に
神
を
祭
っ
て
い
る
た
め
、
脚
尾
飯
に
用
い
る

飯
は
台
所
の
竈
で
炊
い
て
は
な
ら
ず
、
屋
外
で
臨
時
の
竈
を
し
つ
ら

え
て
炊
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹇
楊2008 : 1 8

﹈。

参
考
文
献

五
来
重
　2008

　『
五
来
重
著
作
集
』
第
三
巻
、
法
蔵
館

五
来
重
　2009 a

　『
五
来
重
著
作
集
』
第
十
一
巻
、
法
蔵
館

五
来
重
　2009 b

　『
五
来
重
著
作
集
』
第
十
二
巻
、
法
蔵
館

井
之
口
章
次
　1975

　『
日
本
の
俗
信
』
弘
文
堂

井
之
口
章
次
　1977

　『
日
本
の
葬
式
』
筑
摩
書
房

井
之
口
章
次
編
　1979

　『
葬
送
儀
礼
』
名
著
出
版

田
中
宣
一
　1999

　「
枕
飯
と
枕
団
子
│
│
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
雑
神

へ
の
施
食
」『
日
本
常
民
文
化
紀
要
』
第
二
〇
輯

片
岡
巌
　1921

　『
台
湾
風
俗
誌
』
台
北
：
台
湾
日
日
新
報
社

台
湾
日
日
新
報
　1993

　「
私
奔
後
両
組
男
女
在
新
桃
両
郡
界
服
毒
」



149──脚尾飯と枕飯

『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
三
年
四
月
一
九
日
夕
刊
、
四
面

阮
昌
銳
　1993

　『
重
修
台
湾
省
通
志 

巻
三 

住
民
志
礼
俗
篇
』
南

投
：
台
湾
省
文
献
委
員
会

阮
昌
銳
　1999

　『
台
湾
的
民
俗
』
台
北
：
交
通
部
観
光
局

呂
理
政
　1990
　『
天
、
人
、
社
会
│
│
試
論
中
国
伝
統
的
宇
宙
認
知

模
式
』
台
北
：
中
央
研
究
院
民
族
学
研
究
所

林
承
緯
　2014

　『
就
是
要
幸
福
│
│
台
湾
的
吉
祥
文
化
』
台
北
：
五

南
出
版

洪
惟
仁
　1986

　『
台
湾
礼
俗
語
典
』
台
北
：
自
立
晚
報
出
版

呉
瀛
濤
　1970

　『
台
湾
民
俗
』
台
北
：
古
亭
書
屋

柳
田
国
男
　1962

（1940

）　「
米
の
力
」『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
十
四

巻
、
筑
摩
書
房

涂
順
従
　2001

　『
南
瀛
生
命
礼
俗
誌
』
新
営
：
台
南
県
文
化
局

前
田
俊
一
郎
　2006

　「
葬
送
儀
礼
と
先
祖
祭
祀
」
谷
口
貢
・
松
崎
憲

三
編
著
『
民
俗
学
講
義
』
八
千
代
出
版

谷
口
貢
・
松
崎
憲
三
編
著
　2006

　『
民
俗
学
講
義
│
│
生
活
文
化
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
八
千
代
出
版

黄
有
志
　1991

　『
社
会
変
遷
與
伝
統
習
俗
』
台
北
：
幼
獅
文
化
事
業

公
司

陳
瑞
隆
　1997

　『
台
湾
喪
葬
礼
俗
源
由
』
台
南
：
世
峰
出
版
社

陶
思
炎
　1993

　『
祈
禳
│
│
求
福
、
除
殃
』台
北
：
台
湾
珠
海
出
版
社

新
谷
尚
紀
　1992

　『
日
本
人
の
葬
儀
』
紀
伊
國
屋
書
店

新
谷
尚
紀
　2003

　『
な
ぜ
日
本
人
は
賽
銭
を
投
げ
る
の
か
』文
藝
春
秋

新
谷
尚
紀
　2009

　『
お
葬
式
│
│
死
と
慰
霊
の
日
本
史
』吉
川
弘
文
館

新
谷
尚
紀
・
関
沢
ま
ゆ
み
編
　2005

　『
民
俗
小
事
典 

死
と
葬
送
』
吉

川
弘
文
館

鈴
木
清
一
郎
　1934

　『
台
湾
旧
慣
冠
婚
葬
祭
と
年
中
行
事
』
台
北
：

台
湾
日
日
新
報
社

楊
士
賢
　2008

　『
慎
終
追
遠
│
│
図
説
台
湾
喪
礼
』台
北
：
博
揚
出
版

葉
時
　1989

　『
礼
経
会
元
』
台
北
：
新
文
豊
出
版

劉
還
月
　2001

　『
臺
湾
客
家
族
群
史 

民
俗
篇
』
南
投
：
台
湾
省
文
献

委
員
会


